
今後の保険料率や準備金の在り方についての検討の視点

参考資料２



協会けんぽ財政運営の「基本的考え方」

1

➢ 自主・自律の財政運営を行う（民間の公的法人）

➢ 中長期的に安定した財政運営を目指す

➢ できるだけ長く平均保険料率１０％を超えないようにする

（参考） 北川理事長発言要旨（2024（令和６）年12月23日 運営委員会）

「できる限り長く、現在の平均保険料率10％を超えないよう、協会けんぽの財政

については、引き続き、中長期的に安定した財政運営を目指すことを基本スタ

ンスとして維持したい。」

令和７年１１月２７日

第138回全国健康保険協会

運営委員会 資料１-３



今後の保険料率や準備金の在り方についての検討の視点

2

・ これまでの運営委員会や各都道府県支部の評議会の議論において、今後の保険料

率や準備金の在り方についてさらに議論を深めていくべきとの指摘があった。

・ 協会けんぽ財政運営の「基本的考え方（P1）」を前提として、以下のような複数

の検討の視点を持って、今後の保険料率や準備金の在り方について総合的に検討

することとしてはどうか。

（検討の視点）

① 中長期的な財政運営

② 被保険者・事業主の保険料の負担水準

③ 予測しがたいリスクへの対応（民間の生損保等の例を踏まえた対応）

④ 他の保険者の準備金水準との比較

⑤ 健康保険組合との関係

⑥ 将来の協会運営の基盤への投資

令和７年１１月２７日

第138回全国健康保険協会

運営委員会 資料１-３



3

過去の実績を踏まえた試算（ある程度堅実な収支見込みを前提とすることが必要）

を基本として、中長期的に安定した財政運営が可能と見込まれる水準を検討すべき

ではないか。

● 例えば以下のようなメルクマールが考えられるか

➢ 今後10年間程度、単年度収支差が赤字にならない。

➢ 今後10年間程度、準備金残高が医療給付費等の３か月分（※）を下回らない。

※ 平成４年改正時の「中期財政運営」においては、５年にわたって給付費等の約３か月分の事業運

営安定資金が確保されるよう、収支見通しを設定をした（P15～16参照）。

➢ 今後５年間程度、単年度収支が赤字にならず、かつ、今後10年間程度、単年度収支の赤

字が1,000億円程度（保険料率にして0.1％）を超えない。

● 仮に、保険料率を引き下げることを前提に検討することとなった場合には、国

庫補助率の変更を想定した検証も必要なのではないか。

① 中長期的な財政運営

今後の保険料率や準備金の在り方についての検討の視点
令和７年１１月２７日

第138回全国健康保険協会

運営委員会 資料１-３
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ケースⅠ

ケースⅡ

ケースⅢ

ケースⅠ

ケースⅡ

ケースⅢ

棒グラフ：準備金残高 （目盛：左） 折れ線グラフ：法定準備金に対する比率（目盛：右）（億円） （か月分）

（単位：億円）

2026年度 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

（令和８年度） （Ｒ９） （Ｒ１０） （Ｒ１１） （Ｒ１２） （Ｒ１３） （Ｒ１４） （Ｒ１５） （Ｒ１６） （Ｒ１７）

5,700 5,700 5,500 5,000 4,500 4,200 3,600 2,900 2,100 1,000

5,700 5,200 4,700 3,800 3,000 2,300 1,300 100 ▲1,200 ▲2,600

5,700 4,700 3,700 2,300 1,000 ▲ 200 ▲1,700 ▲3,400 ▲5,500 ▲7,700

ケースⅠ

ケースⅡ

ケースⅢ

（※保険料率10.0％、国庫補助率16.4％）

賃金上昇率のケースごとの今後１０年間の準備金残高と収支見通し

注． 2027年以降の賃金上昇率は各ケースごとに設定、 2027年以降の75歳未満の加入者一人当たり医療給付費の伸び率は2.8%、 2027年以降の75歳以上の加入者一
人当たり医療給付費の伸び率は0.6%、 「日本の将来推計人口」（2023年4月 国立社会保障・人口問題研究所）出生中位（死亡中位）を前提とした試算。

ケースⅠ：賃金上昇率 1.8%
ケースⅡ：賃金上昇率 1.4%
ケースⅢ：賃金上昇率 0.9%

単年度収支

医療費※ 2.8%

※75歳未満の加入者一人当たり医療給付費の伸び率

参考資料 第137回運営委員会資料1-2抜粋
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令和７年１１月２７日

第138回全国健康保険協会

運営委員会 資料１-３



7.2 
7.5 

7.9 
8.2 

8.5 
8.7 8.9 9.0 9.0 9.0 8.8 

8.5 
8.2 

7.7 

7.1 

6.4 

▲1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-10,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

2025年度

(7)

2026

(8)

2027

(9)

2028

(10)

2029

(11)

2030

(12)

2031

(13)

2032

(14)

2033

(15)

2034

(16)

2035

(17)

2036

(18)

2037

(19)

2038

(20)

2039

(21)

2040

(22)

16.4%維持

15.0%

13.0%

16.4%維持
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（億円） （か月分）棒グラフ：準備金残高 折れ線グラフ：法定準備金に対する比率（目盛：右）

国庫補助率ごとの今後１５年間の準備金残高と収支見通し 賃金上昇率 1.8%

医療費※ 2.8%

保険料率 9.9%
※75歳未満の加入者一人当たり医療給付費の伸び率

ケースⅠ

2026年度 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

（令和８年度） （Ｒ９） （Ｒ１０） （Ｒ１１） （Ｒ１２） （Ｒ１３） （Ｒ１４） （Ｒ１５） （Ｒ１６） （Ｒ１７） （Ｒ１８） （Ｒ１９） （Ｒ２０） （Ｒ２１） （Ｒ２２）

4,600 4,500 4,300 3,800 3,400 3,000 2,400 1,600 800 ▲ 200 ▲1,100 ▲2,400 ▲3,800 ▲5,400 ▲7,000

3,500 3,700 3,400 3,000 2,500 2,100 1,500 700 ▲ 300 ▲1,400 ▲2,200 ▲3,700 ▲5,200 ▲7,000 ▲8,500

1,900 2,300 2,200 1,500 1,100 600 ▲ 100 ▲ 900 ▲1,800 ▲2,900 ▲4,100 ▲5,600 ▲7,300 ▲9,000 ▲10,70013.0%

16.4%維持

15.0%

① 今後１５年間の機械的試算（参考ケース）（2026年度以降保険料率9.9％）参考資料

単年度収支

5

（現行）

（現行）

（現行）

令和７年１１月２７日

第138回全国健康保険協会

運営委員会 資料１-３
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（億円） （か月分）棒グラフ：準備金残高 折れ線グラフ：法定準備金に対する比率（目盛：右）

2026年度 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

（令和８年度） （Ｒ９） （Ｒ１０） （Ｒ１１） （Ｒ１２） （Ｒ１３） （Ｒ１４） （Ｒ１５） （Ｒ１６） （Ｒ１７） （Ｒ１８） （Ｒ１９） （Ｒ２０） （Ｒ２１） （Ｒ２２）

4,600 4,100 3,500 2,600 1,800 1,000 0 ▲1,100 ▲2,400 ▲3,800 ▲5,400 ▲7,400 ▲9,400 ▲11,700 ▲13,800

3,500 3,300 2,700 1,700 900 100 ▲1,000 ▲2,200 ▲3,400 ▲5,200 ▲6,700 ▲8,800 ▲10,900 ▲13,100 ▲15,200

1,900 1,900 1,400 400 ▲ 600 ▲1,400 ▲2,400 ▲3,700 ▲5,300 ▲7,100 ▲8,700 ▲10,800 ▲12,900 ▲15,200 ▲17,400

16.4%維持

15.0%

13.0%

単年度収支

ケースⅡ

参考資料

6

① 今後１５年間の機械的試算（参考ケース）（2026年度以降保険料率9.9％）

賃金上昇率 1.4%

医療費※ 2.8%

保険料率 9.9%
※75歳未満の加入者一人当たり医療給付費の伸び率

国庫補助率ごとの今後１５年間の準備金残高と収支見通し

（現行）

（現行）

（現行）

令和７年１１月２７日

第138回全国健康保険協会

運営委員会 資料１-３
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（億円） （か月分）棒グラフ：準備金残高 折れ線グラフ：法定準備金に対する比率（目盛：右）

2026年度 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

（令和８年度） （Ｒ９） （Ｒ１０） （Ｒ１１） （Ｒ１２） （Ｒ１３） （Ｒ１４） （Ｒ１５） （Ｒ１６） （Ｒ１７） （Ｒ１８） （Ｒ１９） （Ｒ２０） （Ｒ２１） （Ｒ２２）

4,600 3,600 2,500 1,100 ▲ 100 ▲1,300 ▲2,800 ▲4,500 ▲6,600 ▲9,000 ▲11,000 ▲13,600 ▲16,300 ▲19,100 ▲21,700

3,500 2,600 1,700 200 ▲1,100 ▲2,300 ▲3,900 ▲5,900 ▲7,900 ▲10,300 ▲12,400 ▲15,100 ▲17,800 ▲20,500 ▲23,200

1,900 1,400 400 ▲1,100 ▲2,500 ▲3,800 ▲5,700 ▲7,700 ▲9,800 ▲12,100 ▲14,300 ▲17,000 ▲19,700 ▲22,600 ▲25,30013.0%

16.4%維持

15.0%

単年度収支

ケースⅢ

参考資料

7

① 今後１５年間の機械的試算（参考ケース）（2026年度以降保険料率9.9％）

賃金上昇率 0.9%

医療費※ 2.8%

保険料率 9.9%
※75歳未満の加入者一人当たり医療給付費の伸び率

国庫補助率ごとの今後１５年間の準備金残高と収支見通し

（現行）

（現行）

（現行）

令和７年１１月２７日

第138回全国健康保険協会

運営委員会 資料１-３
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（億円） （か月分）棒グラフ：準備金残高 折れ線グラフ：法定準備金に対する比率（目盛：右）

単年度収支

ケースⅠ

参考資料

8

② 今後１５年間の機械的試算（参考ケース）（2026年度以降保険料率9.8％）

賃金上昇率 1.8%

医療費※ 2.8%

保険料率 9.8%
※75歳未満の加入者一人当たり医療給付費の伸び率

国庫補助率ごとの今後１５年間の準備金残高と収支見通し

2026年度 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

（令和８年度） （Ｒ９） （Ｒ１０） （Ｒ１１） （Ｒ１２） （Ｒ１３） （Ｒ１４） （Ｒ１５） （Ｒ１６） （Ｒ１７） （Ｒ１８） （Ｒ１９） （Ｒ２０） （Ｒ２１） （Ｒ２２）

3,400 3,400 3,200 2,700 2,200 1,800 1,200 400 ▲ 500 ▲1,500 ▲2,400 ▲3,700 ▲5,100 ▲6,700 ▲8,300

2,400 2,600 2,300 1,700 1,300 800 300 ▲ 600 ▲1,500 ▲2,600 ▲3,500 ▲4,900 ▲6,400 ▲8,200 ▲9,900

800 1,200 1,000 400 ▲ 200 ▲ 600 ▲1,300 ▲2,100 ▲3,000 ▲4,300 ▲5,300 ▲6,900 ▲8,500 ▲10,400 ▲11,90013.0%

16.4%維持

15.0%

（現行）

（現行）

（現行）

令和７年１１月２７日

第138回全国健康保険協会

運営委員会 資料１-３
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（億円） （か月分）棒グラフ：準備金残高 折れ線グラフ：法定準備金に対する比率（目盛：右）
（か月分）

2026年度 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

（令和８年度） （Ｒ９） （Ｒ１０） （Ｒ１１） （Ｒ１２） （Ｒ１３） （Ｒ１４） （Ｒ１５） （Ｒ１６） （Ｒ１７） （Ｒ１８） （Ｒ１９） （Ｒ２０） （Ｒ２１） （Ｒ２２）

3,400 3,000 2,400 1,400 700 ▲ 100 ▲1,200 ▲2,300 ▲3,500 ▲5,100 ▲6,600 ▲8,700 ▲10,800 ▲12,900 ▲15,000

2,400 2,000 1,500 500 ▲ 300 ▲1,100 ▲2,100 ▲3,400 ▲4,700 ▲6,400 ▲8,000 ▲10,000 ▲12,100 ▲14,400 ▲16,500

800 800 200 ▲ 800 ▲1,700 ▲2,500 ▲3,600 ▲4,900 ▲6,500 ▲8,400 ▲9,900 ▲12,100 ▲14,200 ▲16,500 ▲18,60013.0%

16.4%維持

15.0%

単年度収支

ケースⅡ

参考資料

9

② 今後１５年間の機械的試算（参考ケース）（2026年度以降保険料率9.8％）

賃金上昇率 1.4%

医療費※ 2.8%

保険料率 9.8%
※75歳未満の加入者一人当たり医療給付費の伸び率

国庫補助率ごとの今後１５年間の準備金残高と収支見通し

（現行）

（現行）

（現行）

令和７年１１月２７日

第138回全国健康保険協会

運営委員会 資料１-３
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単年度収支

ケースⅢ

参考資料
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② 今後１５年間の機械的試算（参考ケース）（2026年度以降保険料率9.8％）

賃金上昇率 0.9%

医療費※ 2.8%

保険料率 9.8%
※75歳未満の加入者一人当たり医療給付費の伸び率

国庫補助率ごとの今後１５年間の準備金残高と収支見通し

2026年度 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

（令和８年度） （Ｒ９） （Ｒ１０） （Ｒ１１） （Ｒ１２） （Ｒ１３） （Ｒ１４） （Ｒ１５） （Ｒ１６） （Ｒ１７） （Ｒ１８） （Ｒ１９） （Ｒ２０） （Ｒ２１） （Ｒ２２）

3,400 2,400 1,400 0 ▲1,300 ▲2,500 ▲3,900 ▲5,800 ▲7,700 ▲10,100 ▲12,300 ▲14,900 ▲17,400 ▲20,200 ▲22,900

2,400 1,500 500 ▲ 900 ▲2,200 ▲3,400 ▲5,100 ▲7,000 ▲9,000 ▲11,400 ▲13,600 ▲16,200 ▲18,900 ▲21,700 ▲24,400

800 300 ▲ 800 ▲2,200 ▲3,600 ▲5,000 ▲6,800 ▲8,800 ▲10,900 ▲13,300 ▲15,600 ▲18,300 ▲20,900 ▲23,800 ▲26,50013.0%

16.4%維持

15.0%

（現行）

（現行）

（現行）

令和７年１１月２７日

第138回全国健康保険協会

運営委員会 資料１-３



参考資料

これまでの平均標準報酬月額の伸び率の推移

（注） 2007（平成19）年度以前の標準報酬月額の対前年度（率）は、以下の制度改正の影響を除いていない。
・1992～1993年度：標準報酬の上下限引上げ
・1994～1995年度：標準報酬の下限引上げ
・2000～2001年度：標準報酬の下限引上げ
・2007年度：標準報酬の上限引上げ・下限引下げ

（注） 2008年度以降の標準報酬月額の対前年度（率）は、以下の制度改正の影響を除いている。
・2016年度 ：標準報酬月額の上限引上げ
・2022～2023年度 ：2022年10月の国や自治体等に勤務する短時間労働者の共済組合への移行

11

標準報酬月額（円） 対前年度（％） 標準報酬月額（円） 対前年度（％）

1992(平成4) 270,214 ＋5.0 2008(平成20) 285,156 ＋0.1
1993(平成5) 280,089 ＋3.7 2009(平成21) 280,149 ▲1.8
1994(平成6) 283,313 ＋1.2 2010(平成22) 276,217 ▲1.4
1995(平成7) 285,633 ＋0.8 2011(平成23) 275,307 ▲0.3
1996(平成8) 288,119 ＋0.9 2012(平成24) 275,295 ▲0.0
1997(平成9) 291,377 ＋1.1 2013(平成25) 276,161 ＋0.3
1998(平成10) 292,437 ＋0.4 2014(平成26) 277,911 ＋0.6
1999(平成11) 290,853 ▲0.5 2015(平成27) 280,327 ＋0.9
2000(平成12) 289,694 ▲0.4 2016(平成28) 283,351 ＋0.6
2001(平成13) 289,112 ▲0.2 2017(平成29) 285,059 ＋0.6
2002(平成14) 286,979 ▲0.7 2018(平成30) 288,475 ＋1.2
2003(平成15) 284,544 ▲0.8 2019(令和元) 290,592 ＋0.7
2004(平成16) 283,208 ▲0.5 2020(令和2) 290,516 ▲0.0
2005(平成17) 283,141 ▲0.0 2021(令和3) 292,220 ＋0.6
2006(平成18) 282,990 ▲0.1 2022(令和4) 298,111 ＋1.6
2007(平成19) 284,930 ＋0.7 2023(令和5) 304,077 ＋1.5

2024(令和6) 309,015 ＋1.6

令和７年１１月２７日

第138回全国健康保険協会

運営委員会 資料１-３



参考資料
賃金等の伸び率の状況（各種調査による違い）
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令和７年１１月２７日

第138回全国健康保険協会

運営委員会 資料１-３



2025年３月から９月まで 対前年同期比＋3.2％

2024年３月から９月まで 対前年同期比＋0.8％

参考資料

加入者１人当たり医療給付費と対前年同月比伸び率の推移

13

令和７年１１月２７日

第138回全国健康保険協会

運営委員会 資料１-３



これまでの保険料率と国庫補助率の推移

■ 昭和48年から昭和56年まで国庫補助率と保険料率の連動制が導入されており、その後も国庫補助率と保険料率はおおむね連

動していることがわかる。

■ 一方で、平成４年度の国庫補助率13.0％への引下げ以降、平成27年度の16.4％実質恒久化実現まで相当期間を要しているこ

とに留意が必要である。

昭和48年度～ 昭和56年3月～ 平成4年度～平成20年９月

● 国庫補助率と保険料率
との連動制の導入

➣ 保険料率を0.1%引き上げる
ごとに国庫補助率を0.8%
上乗せする連動規定を置き、
保険給付費の増加に対し、保
険料率と国庫補助率の双方
の引上げで対応する仕組み
とした。

● 国庫補助率と保険料率との
連動制の廃止

➣ 厳しい国の財政状況を踏まえ、保
険料率と国庫補助率との連動規定
を廃止した上で、保険料率を
8.4%に引き上げた。

➣ 法律本則で「16.4%から20%の
範囲で政令で定める」と規定した
が、国会審議の過程で国の財政状
況を踏まえ、改正法附則で「当分
の間16.4%」と修正した。

● 5年を通じて収支均衡を図る中期財政
運営に移行

➣ 国庫補助率は法律本則で「16.4％～20％の間で
政令で定める」とされているが、法附則5条で「当
分の間13.0％」とした。

➣ 国庫補助率の引下げは「暫定措置」であり、改正法
附則で「政管健保の中期的財政運営の状況等を勘
案し、必要があると認めるときは、検討を加え、所
要の措置を講じる」とした。

● 協会けんぽ発足

➣ 保険料率
・平均８．２％（H21.11月～）

※都道府県単位保険料率へ移行

・平均9.34％（H22,4月～）

・平均9.50％（H２3.4月～）

・平均10.0％ （H２4.4月～）

➣ 国庫補助率
・16.4％（H22.7月～）

※H26年度まで財政特例期間
※H27.4～ 当分の間16.4％

平成20年10月～

参考資料
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国庫補助率

保険料率 ※ 平成15年度から総報酬制（賞与に対しても保険料
を賦課）が導入され、それまでの標準報酬ベースの
8.5％は、総報酬ベースでは7.5％に相当していた
が8.2％（実質引上げ）とされた

（％）

（％）

令和７年１１月２７日

第138回全国健康保険協会

運営委員会 資料１-３
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➢ 政府管掌健康保険時代の平成４年改正においては、「中期財政運営」が導入され、

短期的な景気変動に伴う保険料率の変更をできるだけ避けながら、一層の財政運

営の安定を図る観点から、「事業運営安定資金」を創設し、５年を通じて収支均

衡を図りながら、財政運営する方式に移行した。

➢ この中期財政運営では、保険料率を下げる（8.4％→8.2％）とともに、５年にわ

たって給付費等の約３か月分の事業運営安定資金が確保されるよう、収支見通し

を設定する中で、国庫補助率を16.4％→13％に引き下げた。

➢ しかしながら、当時の財政規模で5.1か月分あった準備金（国庫繰延分を含む）が、

５年後の平成９年には枯渇する見通しとなり、患者負担２割導入の制度改正等に

より数年間は枯渇を回避したものの、平成14年度末には準備金が枯渇した。

➢ 「中期財政運営」の問題点として、赤字基調の財政状況においては、保険料率を

柔軟に引き上げることができず、かえって硬直化したことを踏まえ、協会発足時

（平成20年10月）に「中期財政運営」は廃止された。

参考資料

「中期財政運営」と事業運営安定資金の概要と経緯

令和７年１１月２７日

第138回全国健康保険協会

運営委員会 資料１-３
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参考資料 平成24年７月30日「第56回社会保障審議会医療保険部会」資料３抜粋（赤枠は追記）

（単位：億円）

令和７年１１月２７日

第138回全国健康保険協会

運営委員会 資料１-３
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被保険者・事業主の保険料の負担水準が過度にならないように負担水準を検討すべ

きではないか。

➢ 現役世代の手取り収入の確保や、中小企業の厳しい経営状況に配慮すべき

ではないか。

➢ 定率保険料率のもとでは、賃金が伸びると負担する保険料の総額が増加し

ていくことに留意すべきではないか。

➢ 令和８年度から「子ども子育て支援金」が創設されることに留意すべきで

はないか。

➢ なお、保険料率を一度引き下げると、財政上の必要性から再度、引き上げ

る際に機動的な対応が困難となるおそれがあるのではないか。

② 被保険者・事業主の保険料の負担水準

今後の保険料率や準備金の在り方についての検討の視点
令和７年１１月２７日

第138回全国健康保険協会

運営委員会 資料１-３
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生損保会社の責任準備金など、民間におけるリスクへの対応も参考としながら、準

備金の水準について検討すべきではないか。

➢ 「ソルベンシー・マージン比率」（※）について、例えば、200％（下限）を超え、

300％（生損保会社の半分以下程度）程度までの水準になっていることを目安に検討し

てはどうか。

※ 生損保会社が通常の予測を超えるリスクに対して、どの程度自己資本・準備金などの支払余力を有するかを

示す指標。この比率が200％以上であることが、会社の保険金等の支払能力の充実状況が適当であるかどうか

の基準とされている。

③ 予測しがたいリスクへの対応（民間の生損保等の例を踏まえた対応）

分子・・・資本金、基金、準備金等の純資産
分母・・・保険リスクや資産運用リスクなどのリスク量を計上

今後の保険料率や準備金の在り方についての検討の視点

ソルベンシー・マージン比率＝
通常の予測を超える危険に対応する額　×　１/2

積立金等

協会けんぽ 雇用保険 生保会社A 生保会社B 生保会社C 生保会社D 損保会社E 損保会社F 損保会社G

ソルベンシーマージン総額 5,320 5,909 18,732 5,778 11,091 5,240 5,649 3,175 3,594

リスクの合計額 4,340 4,365 4,346 1,355 2,238 1,410 1,228 931 1,018

ソルベンシーマージン比率 245% 270.7% 861.9% 852.9% 990.9% 743.2% 920.2% 681.6% 706.3%

（単位：10億円）

＜ソルベンシー・マージン比率の比較＞

協会けんぽ ： 2024年度決算額ベース
雇用保険  ： 2011年度積立金ベース（出典：厚生労働省「第90回職業安定分科会雇用保険部会」（2013年７月30日））
生損保会社 ： 2024年度決算ベース（出典：生損保各社の決算資料より作成）

令和７年１１月２７日

第138回全国健康保険協会

運営委員会 資料１-３
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雇用保険制度における保険料率変更の目安となる準備金の水準（給付費の１年分～

２年分）についてどう考えるか。

➢ 雇用保険制度（失業給付）では、特別会計に関する法律の規定により、雇用

保険事業の失業給付費に充てるために必要な金額を積立金として積み立てる

こととしている。

※ 2024年度積立金：2.24兆円（過去最高 2015年度：6.42兆円）

➢ この積立金は、雇用・失業情勢が悪化した際にも安定的な給付を行うため、

好況期に積み立て、不況期にこれを財源として使用するものであり、いわば

ビルト・イン・スタビライザー（自動安定化装置）機能を有するもの。

➢ 積立金が失業給付費（年額）の２倍を超える場合には－0.4%の範囲で料率引

下げを、逆に１倍を下回る場合に＋0.4%の範囲で料率引上げが可能となって

いる（弾力条項）。

今後の保険料率や準備金の在り方についての検討の視点
令和７年１１月２７日

第138回全国健康保険協会

運営委員会 資料１-３
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参考資料 2025年９月10日「第137回運営委員会」資料1-4別紙2 抜粋 令和７年１１月２７日

第138回全国健康保険協会

運営委員会 資料１-３



健康保険組合や各種の共済制度など、他の保険者における準備金の水準も参照すべ

きではないか。

※ 健保組合の法定準備金（保険給付費分）については、原則として保険給付費の３か月分

（注：当分の間は２か月分）とされている。

④ 他の保険者の準備金水準との比較

今後の保険料率や準備金の在り方についての検討の視点

＜各保険者における被保険者・加入者１人当たりの準備金の水準の比較＞（令和4年度）

21

積立金等金額 被保険者数 加入者数
被保険者1人当たり

積立金等
加入者1人当たり

積立金等

積立金等金額を保険給
付費等の額の1/12で除

した数

協会けんぽ（1） 47,414億円 2,481万人 3,946万人 19.1万円 12.0万円 5.4

健康保険組合（1,383） 65,682億円 1,655万人 2,820万人 39.7万円 23.3万円 10.0

国家公務員共済組合（20） 3,060億円 138万人 243万人 22.2万円 12.6万円 6.3

地方公務員共済組合（64） 6,820億円 374万人 644万人 18.2万円 10.6万円 4.6

私立学校共済組合（1） 1,371億円 62万人 96万人 22.1万円 14.3万円 5.6

出典：医療経済実態調査（保険者調査）報告（中医協）令和5年11月

１．（　）内の数字は保険者の数
２．健康保険組合、共済組合における積立金等には土地や建物等を含む
　　（参考）令和２年度時における土地建物等の簿価は健康保険組合は2,317億円、共済組合は381億円

令和７年１１月２７日

第138回全国健康保険協会

運営委員会 資料１-３



協会けんぽ

単一 ：9.18％

総合 ：9.87％

健保組合

10.00%

9.31%

22

・ 令和６年度決算（見込み）によれば、赤字の健保組合が660組合（47.9％）、保

険料率10％以上の健保組合が334組合（24.2％）という状況の中で、健保組合の

経営に対する影響（解散など）を無視できないのではないか。

・ 健保組合との財政力格差に着目して、協会けんぽに国庫補助がなされた経緯に

留意すべきではないか。

➢ 健康保険組合（全体・単一・総合）と協会けんぽの保険料率の比較 （2024年度）

➢ 健保組合の解散状況 （協会発足以降）

⑤ 健康保険組合との関係

今後の保険料率や準備金の在り方についての検討の視点

※ 2025年9月25日公表 健康保険組合連合会 令和6年度健康保険組合決算（見込み）集計結果データを引用

※

（年度）

2008
(H20)

2009
(H21)

2010
(H22)

2011
(H23)

2012
(H24)

2013
(H25)

2014
(H26)

2015
(H27)

2016
(H28)

2017
(H29)

2018
(H30)

2019
(R1)

2020
(R2)

2021
(R3)

2022
(R4)

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

13 13 7 7 1 12 5 4 9 6 6 5 6 5 2 3 2 5

令和７年１１月２７日

第138回全国健康保険協会

運営委員会 資料１-３



出典：令和6年度健康保険組合決算（見込み）集計結果（2025年9月25日 健康保険組合連合会）
「医療保険に関する基礎資料 ～令和４年度の医療費等の状況～」（2024年12月 厚生労働省保険局調査課）

協会けんぽ 健保組合

被保険者
主として中小企業の

サラリーマン
主として大企業の
サラリーマン

保険者数
（R7年3月末）

1 1,378

加入者数
（R6年度）

3,965万人
本人 2,559万人
家族 1,406万人

2,796万人
本人 1,692万人
家族 1,103万人

加入者平均年齢
（R4年度）

38.9歳 35.9歳

加入者1人当たり医療費給付費
（年額）（R6年度）

16.5万円 15.2万円

被保険者1人当たり標準報酬月額
（R6年度）

309,015円 398,362円

被保険者1人当たり総報酬額
（R6年度）

4,189,212円 6,055,631円

保険料率
10.00％

（R6年度全国平均）
9.31％

（R6年度平均）

参考資料
協会けんぽと健康保険組合の比較
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（参考）被保険者1人当たり総報酬額をベースとした被保険者1人当たりの単純比較

協会けんぽ： 4,189,212円（総報酬額）× 10.00%（保険料率）× （100/(100-16.4)） ＝ 501,102円

健保組合 ： 6,055,631円（総報酬額）×  9.31%（保険料率） ＝ 563,779円

（※）国庫補助率16.4％分を勘案

注：高齢者医療への拠出金の総報酬割等は勘案していない

（※）
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第138回全国健康保険協会

運営委員会 資料１-３



参考資料 2025年9月25日 健康保険組合連合会 令和6年度健康保険組合決算（見込み）集計結果資料より抜粋

24

令和７年１１月２７日

第138回全国健康保険協会

運営委員会 資料１-３



参考資料 2025年9月25日 健康保険組合連合会 令和6年度健康保険組合決算（見込み）集計結果資料より抜粋

25

令和７年１１月２７日

第138回全国健康保険協会

運営委員会 資料１-３



26

財政状況が比較的安定している間に、将来にわたって効率的で質の高いサービスを

実現していくため、協会けんぽの運営の基盤となる分野への投資を拡充するという

視点も重要なのではないか。

（例）

➢ 健診・保健指導など加入者の健康づくりを推進する事業の拡充

➢ 医療費適正化への取り組み

➢ システム基盤の整備やDX化（けんぽアプリ等）の推進

➢ 協会運営を担う人材の確保・育成

⑥ 将来の協会運営の基盤への投資

今後の保険料率や準備金の在り方についての検討の視点
令和７年１１月２７日

第138回全国健康保険協会
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